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標記につきまして、報道各社の皆様のご理解とご協力をいただきながら、かごしま国体に向けた垂水

市の取組を広く情報発信したいと考えています。取材方よろしくお願いします。 

 

■資料 本市を含む３枚 

 

■開催 平成 30年５月 28日（月） 

 

■時間 午後４時 

 

■場所 垂水市市民館大ホール 

    （〒891-2125／垂水市旭町 61-2／☎0994-32-0224） 

 

■会議のポイント  

 ①実行委員 72 人と、実行委員会会長の尾脇雅弥市長、副会長の長濱重光副市長、同じく副会長の坂

元裕人教育長が出席予定です。 

 ②審議事項では、平成 30年度の事業計画（案）や収支予算（案）を審議します 

 ③経過報告では、これまでの実行委員会の経過、現状等を報告します。 

 ④かごしま国体の成功に向けて、市全体における機運の高まりを促し、市民一丸となって準備を進め

る足掛かりとします。 

 ⑤当日は、午後３時から同館において、第２回常任委員会も開催されます。 

 

■これまでの垂水市実行委員会の経過 

 平成 29年８月 31日（水） ／設立総会、第１回総会 

 平成 29年 11月 22日（水）／第１回常任委員会 

 平成 30年３月 20日（火） ／第１回専門委員会 

 

◎問い合わせ先・情報発信元 

 垂水市教育委員会 社会教育課 

国体推進係 迫田和文 ☎0994-32-7553 

 

※鹿屋記者クラブ様 この資料は報道機関各社に送信しています。 

市民の英知と情熱を結集するとともに、おもてなしの心で選手・関係者をお迎えする 

燃ゆる感動かごしま国体垂水市実行委員会 

第２回総会を開催します。 
 

Point.１ 

会議終了後に 

垂水市国体 

実施競技の 

実技を交えた紹介を 

行う予定です！ 

Point.２ 

垂水市での開催競技 

①フェンシング 

（正式競技） 
②綱引（公開競技） 
③スポーツチャンバラ 

（ﾃﾞﾓｽﾎﾟ競技） 



◎当日の会次第 

１ 開会  

２ 会長（垂水市長）あいさつ  

３ 議事  

（１）報告事項 P3 

ア 燃ゆる感動かごしま国体垂水市実行委員会委員等の変更について P4-6 

イ 第 75回国民体育大会開催準備経過概要 P7-8 

ウ 燃ゆる感動かごしま国体垂水市実行委員会 

第２回常任委員会における審議決定事項について 
P9-31 

（２）専決処分報告 P32 

ア 燃ゆる感動かごしま国体垂水市実行委員会平成 29年度補正予算（第１号） P33-34 

イ 燃ゆる感動かごしま国体垂水市実行委員会平成 30年度暫定収支予算 P35-36 

（３）審議事項 P37 

  【第１号議案】  

燃ゆる感動かごしま国体垂水市実行委員会平成 29年度事業報告 P38-39 

【第２号議案】  

    燃ゆる感動かごしま国体垂水市実行委員会平成 29年度収支決算 P40-41 

【第３号議案】  

    第 75回国民体育大会垂水市開催基本方針の一部改正（案） P42-43 

【第４号議案】  

    燃ゆる感動かごしま国体垂水市実行委員会平成 30年度事業計画（案） P44 

【第５号議案】  

    燃ゆる感動かごしま国体垂水市実行委員会平成 30年度収支予算（案） P45 

４ その他  

５ 閉会  

  

◎配布資料  

 ①会議資料 本資料 

②参考資料 別冊 

・垂水市開催競技概要 － 

・実行委員会名簿・計画・規程 － 

・掲載記事等 － 

・開催競技 ルール・用語 － 

  ・平成 30年度 国体推進係の事務内容と事務進行スケジュール表 － 



 

◎燃ゆる感動かごしま国体垂水実行委員会 組織体制 

 

１ 組織の位置付けと各専門委員会の主な議事事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会（実行委員会）【最高議決機関】 

■審議決定事項 

・競技会の開催・運営に関する基本方針 

・事業計画・事業報告、予算・決算 

・その他重要な事項等の審議・議決 等 

◎根拠法令 会則第 10条、第 11条 

【委任】  【報告】 

常任委員会【審議決定機関】 

■審議決定事項 

・総会から委任事項の審議・議決 

・専門委員会の設置・付託 等 

◎根拠法令 会則第 10条、第 12条 

【付託・委任】  【報告】 

専門委員会【調査審議機関】 

■審議決定事項 

・常任委員会からの付託事項の調査、審議 

・常任委員会からの委任事項の審議、決定            ◎根拠法令 会則第 10条、第 13条 

総務企画 競技式典 宿泊衛生 輸送交通 

総合計画 

開催基本構想 

広報・市民運動 

報道対応・記録映像 

写真 

開催前広報イベント 

他委員会に属さない事項

行幸啓 

競技企画、運営 

競技施設設備 

競技用具整備 

競技役員養成、編成 

決勝戦セレモニー 

種目別表彰式 

総合表彰式・閉会式 

宿泊計画 

医事・食品衛生計画 

食品献立 

環境衛生対策 

会場美化 

輸送・交通計画 

参加者の輸送 

競技会場への輸送計画 

駐車場 

交通誘導 

アクセスマップ 

来場調査 

（移動ルート手段調査） 


